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　　 告　　 示
○指定居宅サービス事業所の指定　　　　　　　　　　　　　　　（高齢保健福祉課）　 �
○道路の区域変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）　 �
○道路の供用開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○結核予防法による医療機関の指定　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課）　 �
○結核予防法による医療機関の辞退　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○佐敷港公有水面埋立免許　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（港　 湾　 課）　 �
　　 公　　 告　
○基本測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（監　 理　 課）　 �
○大規模小売店舗立地法に基づく届出　　　　　　　　　　　　　　　（商工政策課）　 �
○熊本県廃棄物処理計画の公表　　　　　　　　　　　　　　　　　（廃棄物対策課）　 �
○土地改良区役員の退任及び就任　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村計画課） ��
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ���
○平成 ��年度マニフェストの入力等業務委託に係る一般競争入札の実
　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廃棄物対策課） ��
○都市計画法の規定に基づく工事の完了　　　　　　　　　　　　　　（建　 築　 課） ��
○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
　　 登　 載　 依　 頼
○有料道路の改築工事の完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道 路 公 社） ��
○有料道路の料金の額及び徴収期間　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○土地収用法に基づく公示送達　　　　　　　　　　　　　　　　　　（収用委員会） ��

　告　　 示

熊本県告示第 425 号
　介護保険法（平成 �年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定により指定居宅サービス事
業�所を次のとおり指定した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　【通所介護】

　【短期入所生活介護】

熊本県告示第 426 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の区
域を変更する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 ��日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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指　定　年　月　日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年�月��日社会福祉法人　泗水福祉会泗水苑デイサービス事業所

菊池郡泗水町永����番地

指　定　年　月　日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年�月��日社会福祉法人　泗水福祉会泗水苑ショートステイ事業所

菊池郡泗水町永����番地



１　 道路の種類、路線名及び区域変更する区間等

２　 区域変更する期日　 平成 ��年 �月 ��日

熊本県告示第 427 号
　道路法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定に基づき、次のとおり道路の供
用を開始する。
　その関係図面は、平成 ��年 �月 ��日から ��日間、熊本県土木部道路維持課において一
般の縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 道路の種類、路線名及び供用開始する区間等

２　 供用開始する期日　 平成 ��年 �月 ��日
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熊本県告示第 428 号
　結核予防法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項の規定により、医療機関を次のとお
り指定した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

熊本県告示第 429 号
　結核予防法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条第 �項の規定により、次の医療機関は、そ
の指定を辞退した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子

平成 14年 5月 15日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  3  5号

指定年月日
開　　　設　　　　者

名　　　称所　在　地
指令

番号 氏　　　名住　　　　所

平成��年

�月��日

株式会社下川調

剤

熊本市九品寺�丁目

��番��号下川ビル内

総合病院前調剤薬局八代市松江城町

����
�

平成��年

��月��日

直志　一世熊本市戸島町�������

���

あまくさ歯科医院天草郡大矢野町上

������
�

平成��年

�月��日

株式会社ファー

コス

東京都千代田区神田練

塀町��番地�

ムラタビル�階

ゆう薬局阿蘇郡小国町宮原

�������

平成��年

�月��日

牛島　正熊本市帯山�丁目���

��

うしじま小児科

クリニック

下益城郡城南町大

字下宮地字居屋敷

���

�

平成��年

�月��日

岡澤　絹子下益城郡小川町小川

���

江南薬局下益城郡小川町北

新田�字小鶴����
�

平成��年

�月��日

鹿本菊池地区薬

局事業協同組合

山鹿市大字山鹿�����

番地

きくち薬局菊池市大字亘道ノ

上�����
�

平成��年

�月��日

池澤　滋菊池郡西合志町御代志

������

いけざわこどもクリ

ニック

菊池郡西合志町御

代志������
�

平成��年

�月��日

廣岡　実宇土市松山町�������廣岡クリニック皮膚

科

下益城郡小川町大

字北新田����
��

平成��年

�月��日

株式会社ファー

コス

東京都千代田区神田練

塀町��番地�

ムラタヤビル�階

めろん薬局八代郡竜北町大字�

鹿島������

平成��年

��月��日

医療法人社団継

成会

水俣市桜井町�丁目�

番�号

たなか耳鼻科・眼科

クリニック

水俣市桜井町�丁

目�番�号
��

平成��年

�月��日

株式会社ファー

コス

東京都千代田区神田練

塀町��　

ムラタヤビル�階

多良木いちご薬局球磨郡多良木町多

良木��������

平成��年

�月��日

蓑田　耕太郎人吉市西間上町������みのだ内科循環器科人吉市西間上町

������
��

開　　　　設　　　　者
名　　　　称所　　在　　地

氏　　　　名住　　　　　所

株式会社ライズ球磨郡多良木町多良木

������

ゆう薬局阿蘇郡小国町宮原������

下村　浩一八代市出町�番��号下村医院八代市出町�番��号

株式会社ライズ球磨郡多良木町多良木

����

めろん薬局八代郡竜北町大字鹿島

����



熊本県告示第 430 号
　公有水面埋立法（大正 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定により、次のとおりその
要領を告示し、関係書類を縦覧場所において告示の日から起算して �週間公衆の縦覧に供
する。
　なお、利害関係人で異議のある者は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することが
できる。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 出願者の住所及び氏名
　　 熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県
　　 代表者　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
２　 埋立区域
　（１）　 位置
　　　　 芦北郡芦北町大字計石字惣崎 ���の �、���の ��及び ���の ��に隣接する無番地
　　　 並びに ���に隣接する無番地地先公有水面
　（２）　 区域
　　　　 次の各地点のうち、①の地点から③の地点までを順次に結んだ線及び①の地点と
　　　 ③の地点を結ぶ春分・秋分の満潮位（���＋ ����メートル）における公有水面と陸
　　　 地との境界線により囲まれた区域
　　　 ①の地点　 御番所四等三角点（北緯 ��度 ��分 ��秒、東経 ���度 ��分 ��秒。以下「基
　　　　　　　　 点」という。）から ���度 ��分 ��秒 ������メートルの地点
　　　 ②の地点　 ①の地点から ���度 ��分 ��秒 �����メートルの地点
　　　 ③の地点　 ②の地点から ���度 ��分 ��秒 �����メートルの地点
　（３）　 面積
　　　　 ������平方メートル
３　 埋立てに関する工事の施工区域
　（１）　 位置
　　　　 芦北郡芦北町大字計石字惣崎 ���に隣接する無番地地内並びに ���の �、���の ��、
　　　 ���の ��、���の �、���の ��、���の ��、���の �、���の �、���の �、���及びこ
　　　 れらの区域に隣接介在する道路に隣接する道路に隣接する無番地並びに ���に隣接
　　　 する無番地地先公有水面
　（２）　 区域
　　　　 次の各地点を順次に結んだ線及び �の地点と �の地点とを結んだ線により囲まれ
　　　 た区域
　　　 �の地点　 基点から ���度 ��分 ��秒 ������メートルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から ���度 ��分 ��秒 ������メートルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から ���度 ��分 ��秒 ������メートルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から ���度 ��分 ��秒 �����メートルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から ���度 ��分 ��秒 �����メートルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から ��度 ��分 ��秒 �����メートルの地点
　　　 �の地点　 �の地点から ��度 ��分 ��秒 �����メートルの地点
　（３）　 面積
　　　　 ��������	平方メートル
４　 出願年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
５　 関係書類の縦覧場所
　　 熊本県土木部港湾課、芦北地域振興局土木部維持管理課及び芦北町役場建設課

　公　　 告

熊本県公告第 404 号
　測量法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条第１項の規定に基づき、国土地理院長から次
のとおり基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第 �項の規定により公告する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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株式会社ライズ球磨郡多良木町多良木

������
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熊本県公告第 405 号
　大規模小売店舗立地法（平成 ��年法律第 ��号）附則第５条第１項の規定による届出が
あったので、同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及
び添付資料を縦覧に供する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 大規模小売店舗の名称及び所在地
　　 ニコニコ堂松島店
　　 天草郡松島町合津 �������
２　 変更しようとする事項
　（１）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　　　 変更前　 開店時刻午前 ��時　 閉店時刻午後 �時
　　　　 変更後　 ��時間営業
　（２）　 来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　　 変更前　 午前 �時から午後 ��時まで
　　　　 変更後　 ��時間
　（３）　 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　　 変更前　 午前 �時から午後 ��時まで
　　　　 変更後　 ��時間
３　 変更する年月日
　　 平成 ��年 �月 �日
４　 変更に係る事項以外の届出事項
　（１）　 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称
　　　　 株式会社ニコニコ堂ほか �
　（２）　 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　　　 �����平方メートル
　（３）　 駐車場の収容台数
　　　　 ���台
　（４）　 駐輪場の収容台数
　　　　 ��台
　（５）　 荷さばき施設の面積
　　　　 ���平方メートル
　（６）　 廃棄物等の保管施設の容量
　　　　 ���立法メートル
　（７）　 駐車場の自動車の出入口の数
　　　　 �か所
５　 届出年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
６　 届出の縦覧場所及び縦覧期間
　　 熊本県商工観光労働部商工政策課及び天草地域振興局振興調整室
　　 平成 ��年 �月 ��日から平成 ��年 �月 ��日まで

熊本県公告第 406 号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条の �の規定により、
熊本県廃棄物処理計画を公表する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 計画策定年月日
　　 平成 ��年 �月 ��日
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作　業　地　域作　業　期　間作　業　種　類

菊池市、宇土市、玉名郡三加和町、

上益城郡矢部町、球磨郡水上村、球

磨郡五木村、球磨郡球磨村及び天草

郡新和町

平成��年�月�日から平成��

年�月��日まで

電子基準点測量（電子基準点現

地技術調査および設置作業）


